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第 273 号 2023 年 1 月 6 日 

◎「松原 5・6 丁目自治会」は、平成 17 年 1 月 12 日、世田谷区において、地方自治法 
第 260 条の 2 に基づき、地縁団体の認可を受けております。 

自治会だより 

 

 

皆様あけましておめでとうございます。健やかに新年を迎えられたこと 

と思います。今年もよろしくお願いいたします。 

 昨年はいろいろな意味で後の世まで記憶に残る年になりました。2 月に 

平和の祭典、北京の冬季オリンピックが開催されましたが、閉幕した直後の２月２４日にロ

シアによるウクライナ侵攻という予想だにしないことが起こりました。その戦争は今も続い

ています。さらに国内では７月 8 日に安倍元総理が参議院選挙の街頭演説中に銃撃を受け死

亡するというまさかの上をいく衝撃的な事件が起こり、現在に至るまで後遺症が残っており

ます。 

そんな中で唯一の救いは世界を一つにというサッカーのワールドカップでしょうか。日本

チームは格上の強豪国を倒すまさにジャイアントキリングを起こし、日本中が沸き立ちまし

た。こうした平和な世界を人類は求めて生きているはずです。日本が戦争やテロに巻き込ま

れないことを願うばかりです。 

 昨年、コロナ感染３年目を迎え、松原５・６丁目自治会の活動は限定的に始まり、活動の三

本柱である「自治会だよりの発行」「梅丘中学校での避難所運営訓練」そして「ふれあい絆フ

ェスタ」も予定通り行われました。更には地域で子ども達を見守る活動や、高齢者の方が楽し

く集う「スズランの会」等も実施されました。 

梅中 2 年生の参加による避難所訓練は中学生たちと密度の濃い訓練が行われました。「絆

フェスタ」では下は４歳から上は９０代まで全ての世代が参加し、1,000 人近い人たちに御

来場いただきました。 

 猛威を振るっているコロナがまた暴れだし、第８波が始まり心配の種は尽きませんが、今

年も三本柱の自治会活動を軸にさらなる絆作りに貢献できるように発信していきたいと思い

ます。会員の皆様の今年一年のご健勝とご多幸をお祈りして新年の挨拶と致します。 

新年のご挨拶 

コロナ禍のため開催が中止されていた羽根木 

公園における 44 回目の「せたがや梅まつり」が

開催されることになりました。 

日時:2 月 11 日（土）～3 月 5 日（日） 

行事の詳細は次号でお知らせいたします。 

＊コロナの感染状況によっては変更になる場合があ

ります。 

 

 

 

1 月 20 日（金）午前 10 時～12 時 

＊ビンゴ大会 

＊「あんすこ」の話と体操 

  ※参加費 100 円 簡単な食事つき 

１ 月 号 

自治会館での定例の活動 
スズランの会 

「せたがや梅まつり」開催に 

２０２３年元旦を迎えて 

     松原５・６丁目自治会会長 大田一久 
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令和４年 11 月 21 日（月）の当日は前夜からの雨が止まず、開始時刻を一時間延ばして午

前 11 時からの実施となりました。そのため、予定していた共に初参加の「梅丘至誠保育園」

「にじいろ保育園」の園児たちの参加は残念ながら見送りとなってしまいました。 

はじめに松原地区身近なまちづくり推進協議会の緑化部会長であ 

る 2 丁目町会矢島会長から、今日植えるパンジーにちなむスミレの 

花言葉（思いやり・謙虚など）の紹介を兼ねた挨拶があり、その後 

約 35 名の参加者が手分けをして一斉に作業を行いました。 

（貝谷学園前の通りの両側、徳明地蔵尊周り、常念寺前など） 

参加者は、自治会役員のほか、草花を愛する地域のご常連の皆さ 

んなので、パンジー・ビオラ・ノースポール・プリムラなどの苗が 

手際よくあっという間に植え付けられました。 

もちろんこれもひとえに上保造園による事前準備のお陰です。感謝！ 

これからの厳しい寒さを乗り切って、春には美しい花々を咲かせてくれることでしょう。 

（緑化・環境衛生部 村田恵一） 

花 壇 の 草 花 の 植 え 替 え （ 秋 ） を 実 施 

 

 
◎歳末助け合い募金の報告 
会員の皆様のご協力で、433,377 円の募金が集まり、１２月 20 日（火）に世田谷区社会福

祉協議会にお預けいたしました。真心の募金、ありがとうございました。 

《領収書発行についてのお知らせ》 

この募金活動の振込先につきましては、従来からの「ゆうちょ銀行口座」に加えて「三菱 UFJ

銀行口座」をご案内したところ、多数の募金を頂戴することが出来ました。 

ただ、通帳の摘要欄の文字数が少ないため、ご住所が確認出来ない方が若干名おられます。 

三菱 UFJ の銀行口座に募金を振り込まれ、領収書が必要な方で、まだご自宅に届いていない場

合は、誠にお手数ですが自治会事務局までご連絡下さればお届けいたします。 

（電話ＦＡＸ共通 03-3321-2422 もしくは自治会ホームページ内にある連絡用メール

をご利用下さい。本紙４ページ最下段をご参照願います） 

 

◎『フードドライブ』に食品等を提供 
 世田谷区社会福祉協議会では家庭で使いきれない未使用食品等を持ち寄ってもらい、それを必

要とする方に提供するフードドライブ活動を行っていますが、松原５・６丁目自治会としても協 

力してまいりました。 

 11 月 18 日（金）非常用備蓄品の中から、「野菜１日これ 1 本」（缶ジュース）30 缶、「野菜シ

チュー」（レトルト食品）10 個、「焼き鳥」（缶入り）60缶、「マスク」80 枚を社会福祉協議会

松原事務局に提供いたしました。 

 

◎自治会館に『空気清浄器』を設置 
コロナ感染は未だに収束の気配が見えません。自治会館の室内の浄化と換気 

のため２台の空気清浄器を設置しました。 

なお今回の設置費用の一部（100，000 円）は、創立 90 周年の昭和信用 

金庫様から寄贈いただきましたことをご報告いたします。 

ありがとうございました。 

 

 
自治会からのお知らせ 
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世田谷区による胃がん（Ｘ線検査）・大腸がん検診を行います。どちらも４０歳以上（令和５年3月末

現在）で松原地区在住の区民の方なら、どなたでも受診できます。 

◎自己負担費用：胃がん検診    1,000 円 （検診当日に受付でお支払いください） 

           大腸がん検診    200 円  （「検体」提出時にお支払いください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お申込み方法 

上記の検診日から、ご都合の良い日程を選んで、せたがやコールへ電話又は FAX でお申し込み下さい。 

申込受付期間 令和４年 １２月２５日（日）～令和５年２月６日（月）   

電話 ０３-５４３２－３３３３（午前 8 時～午後 9 時）      

FAX ０３-５４３２-３１００ （24 時間受付） 

＊お申込みは、ハガキ等の郵送でも受け付けています。 

＊お申込みの際は ①名前 ②性別 ③生年月日 ④住所 ⑤電話番号 

 ⑥希望の検診名 ⑦胃がんは希望日 ⑧検診会場 の８項目をお伝えください。 

 

令和４年度 胃がん（X線）・大腸がん検診のお知らせ 

 

◎検診会場及び日時 

世田谷区立保健センター（松原 6-37-10:保健医療福祉総合プラザ 2・3階） 

           令和 5年３月 ９日（木）・１０日（金） 

○検診受付は、午前８時 45 分からです。【３０分毎の「受付時間枠」指定制です】 

[注]新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一日の検診人数を２０名に制限しております。 

  このため希望に沿えない場合が有りますので、ご承知おきください。 

（胃がん検診に制限人数以上の申込があった場合は抽選で決定） 

 

◎お問合せ  世田谷区保健センター 医務課 

・郵送先    〒156-0043 世田谷区松原 6－37－10  ☎03－6265－7413 

 

 

◉松原地区町会・自治会連合会 ◉松原身近なまちづくり推進協議会健康づくり部会 

 

 

【訃報】 

松原５丁目２２－２在住の入野禮子様（ＮＰＯ法人 ＪＭＬ音楽研究所代表）が 2022年 10月 29

日、逝去されました。享年８６歳。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

※ 「消火器」買い換えの売り込みに注意‼ 
・業者を装った人物が訪れ「あなたのお宅の消火器は古くなっているので取り 
換えたほうがいいですよ」との話しに応じてしまった方が、高額の消火器 
を買わされてしまったとの通報がありました。 

・区では消火器・住宅用火災警報器のあっせんを行っていますが、点検や売 
り込みをすることはありません。 

・消火器には「使用期限○○年」と表示されています。消火器の購入や古い消火器の引き 
取り等についての問い合わせは区の災害対策課（０３-５４３２-２２６２）に連絡して
ください。 

 

 

 



4 

 

 

[編集後記] 「せたがや梅まつり」はコロナ禍のため中止されていましたが、3 年ぶりに開催

されることになりました。昨年、世田谷区制施行 90 周年を迎えたことから「90 周年記念

の梅まつり」になるとのことです。代官屋敷を中心とした「ボロ市」も行われるというこ

とでウイズコロナの状況になってきたようです。 

自治会も感染対策を万全にとりながら地域の絆作りの一助となるよう活動を行ってまいり

ますので、本年も宜しくお願いいたします。              （編集係）      

 

 

 

＊甲州街道の話（2） 「代田橋と和泉の火薬庫」 

 甲州街道を西行すると、四谷見附から一里塚となる笹塚を過ぎ、 

大原交差点に来る。昔はこの附近を萩窪（はぎくぼ）といい、「堀 

の内妙法寺道」（今の環状七号線）と交わり、茶屋・酒楼が立ち並 

んで旅人の休憩地として賑わったところである。 

 代田橋は※新宿追分を出て最初の橋で、旅人の良い目当てとなった。現在の駅の西北の

松原一丁目との境界の近くにあった。橋は石橋で上は土で覆われ、橋の長さは約 9ｍ、巾

は訳 6ｍで橋の脇には「上水番屋」があったという。ここで玉川上水は甲州街道の下を通

り大原方面に流れを分けていた。 

（※甲州街道と青梅街道の分岐点で、現在の新宿３丁目交差点がその跡地であり、交差点の東南角には

『新宿元標 ここが追分』と記された円形の絵地図が埋め込まれている） 

  

玉川上水は承応 2 年（1653 年）江戸幕府の命で玉川庄衛門、清右衛門兄弟が多摩川羽

村から四谷まで全長 43 ㎞の掘割を一年で苦心の末、完成させた。多摩川の水が当時の江

戸住民の生活用水として使われ、さらに都民の飲み水として昭和40 年頃（1965 年）まで

続いた。豊かな水の流れが見られ、岸辺の桜もきれいだった。平成 15 年（2003 年）に国

の史跡に指定された。 

 明大前駅の北、玉川上水べり和泉の草地には、江戸幕府の「塩硝蔵」（えんしょうぐら）

が置かれた。鉄砲、玉薬等も蔵し、奉行や同心が守っていた。広さは約七千坪であった。

明治後は陸軍の火薬庫として拡張され、兵隊が警備して大正の末期に廃止された。 

今の明治大学和泉校舎や並びのお寺はそこの払い下げである。なお、ここの寺群は大正

12 年（1923 年）の関東大震災で焼かれた築地の本願寺周辺の末寺が移転してきたもので

ある。築地本願寺分院の和田堀廟所には、作家・樋口一葉、作曲家・古賀政男、作家・海

音寺潮五郎、女優・水谷八重子ら有名人の墓石がある。 

                 （コラム「古老のよもやま話」 大庭伊兵衛著から） 

事務局 松原 5・6丁目自治会 自治会館 
156-0043 松原 5-8-11 TEL・FAX 3321-2422 
※ 自治会ＨＰのアドレス及びＱＲコード  
https://matsu56jichikai.jimdofree.com/ 

 

 

 

古老のよもやま話  

[明治大学和泉校舎] 

https://matsu56jichikai.jimdofree.com/

